
                                                                 
 
 
 
 

 

 

 

 

                    ＪＡＭは、12月 1日に全国から約 100 名が霞が関に集まり「未払賃金立替 

払制度の存続などを求める緊急要請行動」を行った。 

                 河野和治会長は、「この制度は、労使が折半して掛けている保険のようなも 

ので、労災負傷者のリハビリなどに使う費用や、企業倒産による未払賃金など 

の立替払いをする制度であり、一般会計とは全く性質の異なったもの。これを 

廃止するということは、本当に困ったときの最後の救命ボートを政府が沈める 

ということ。そのようなことが許されるわけがない。今後も、連合の主張を後 

押しし存続させていこう」と呼びかけた。続いて、南雲弘行連合事務局長から 

▲緊急要請集会の模様      「制度も何も知らない人が適当に仕分けして、マスコミにアピールしている 

だけだ。連合も雇用労働行政についてはスピード感をもって熱く対応したい」と語気を荒げた。会場には、組織内議

員の津田やたろう参議院議員、田中けいしゅう衆議院議員、準組織内議 

員の辻泰弘参議院議員らも駆けつけ、全力を挙げて連携・協力していく 

ことを表明。JＡＭ山陰からは、堀内幹夫委員長代行（三菱農機）と国 

友書記局員が参加し、前島工業㈱倒産に伴う未払賃金立替払制度の活用 

事例を報告し、制度の存続を訴えた。 

その後、参加者らは 37グループに分かれ、衆・参 406 名の民主党国 

会議員事務所を訪問。議員や秘書らに要請書を手交し、制度の存続を要 

請した。要請行動終了後には、総括集会が開催され斎藤書記長から「今日 

の行動でこの未払賃金立替払制度の存続がセーフティネットとして、とて 

も重要であるという認識が与党内に深まった。今後もしっかりアピールし 

ていくので協力してほしい」と呼びかけ、集会を締めくくった。 

     私たちの仲間を支えた立替払制度の存続を訴える！ 

12 月６日には、島根選出の小室寿明衆議院議員と亀井亜紀子参議院議員の議員事務所へ堀内幹夫委員長

代行が、８日には鳥取選出の湯原俊二衆議院議員と川上義博参議院議員の議員事務所へ、小椋昌美副委員長

が訪問し、①未払賃金立替払制度の存続、②ハローワークの一元的な組織体制の維持、③政労使の三者協議 

を求める要請書を手交した。 

ＪＡＭ山陰では、今年５月 

に前島工業㈱が倒産した際、 

労働債権 6,204 万円の確保 

へ向けて、この立替払制度を 

利用。この制度によって組合 

員の生活が守られてきた実 

績がある。何が何でも存続 

をさせなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▲国会議員らへ手交した要請書 

 

 

 

  2010 年末一時金は、景気は回復傾向にあるとい 

いながら、その実感がないままの中での取り組み 

となった。しかし、業種や規模間によって回復状 

況に差があるものの、ほとんどの単組が、昨年を 

上回る回答を引き出しており、景気は回復基調に 

あると言える。しかし、円高などによる先行き景気

悪化懸念はぬぐえず、春闘に向けた今後の企業状況の動きに注視する必要がある。12月９日付の 23 単組の回答集計

結果では、金額・月数とも昨年を上回る結果となっており、特徴は下記の通り。 

①昨年を上回るか同水準が 15単組(78.9%)、昨年を下回ったのは３単組(15.8%) 

②要求に対する回答・妥結水準が、満額または満額以上が３単組(15.8%)、８割以上は７単組(36.8%) 

③現時点の先行組合の回答水準が、相場押し上げに貢献 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

   2010 年末一時金情報 No.5 より 

 2010 2009 

 要 求 回 答 同一単組比較 

 金 額 月数 金 額 月数 金 額 月数 

単純 382,208 2.05 404,513 1.81 51,992 0.23 

加重 452,099 2.02 527,874 2.21 63,647 0.21 

  JAM 山陰「年末一時金回答状況」2010.12.9 現在 

 

「未払賃金立替払制度の存続緊急要請行動」に全国から 100 名が結集。 

▲議員事務所にて要請文 

を手交する堀内委員長代行 

2010.12.1 

全日通霞が関ビル 

 ▲湯原事務所にて事務局長へ手交する小椋副委員長(左)、川上事務所にて事務員へ手交(右) 

ＪＡＭは、なぜ緊急要請をするのでしょうか？ 

■行政刷新会議の「事業仕分け第３弾」において、労働保険特別会計

が取り上げられ、ジョブ・カード制度普及促進事業、キャリア形成促

進助成金、(財）介護労働安定センター（交付金）など５事業が「廃

止」とされた。また、「雇用調整助成金以外の必要性の低い雇用保

険二事業は、特別会計の事業としては行わない」「労災保険の社会

復帰促進等事業については原則廃止」とされた。 

■｢労災保険の社会復帰促進等事業原則廃止」には、「未払賃金立替

払制度」が含まれ、制度廃止を意味しているとしたならば、ＪＡＭとし

て断じて容認できません。 

■さらに、「ハローワークの地方移管」が議論され、ハローワークは国

が全国的に運営しないと成り立たないものであり、労政審議会も地

方移管に反対する意見書を出しており、審議会を軽視する動きにな

ることを懸念する。 

未払賃金立替払制度」とは、どんな制度でしょうか？ 

■未払賃金立替払制度とは、企業倒産に伴い賃金（退職金も含む）が

支払われない労働者に対して、未払賃金の約８割（最高額 296 万

円）を国が立替払いする制度。 

■倒産による労働債権確保には通常１～２年の裁判所の手続を要

し、生活困難をきたす労働者を守るために、財源を事業主 100％負

担の労災保険に求め、労働組合の要求と行動で 1976 年に実現した

制度。 

山陰の金融経済動向（日銀松江支店）より 

日銀松江支店 11/30 発表の「山陰の金融経済動向」によると、山陰両県の景気は、回復のテンポが鈍っている

とされ、①生産は水準が幾分低下している。②個人消費は、観光関連が好調に推移しているものの、一部に弱い

動きがみられる。③公共投資は減少している。④設備投資が持ち直しつつあるほか、住宅投資は持家を中心に下

げ止まっている。⑤雇用・所得情勢は、厳しさが幾分和らいできている。―とされている。  


